
論文

新地方公会計統一基準に関する動向と展望

市 川 紀 子

１．はじめに

本稿は２０１５年度に駿河台大学特別研究助成費・経済研究所所長の推薦を
受け（研究課題「飯能財務４表と環境情報―公会計の統合報告に向けて―」）、
共同研究を行った成果である。なお、本稿に関するすべては筆者の責に帰
するものである。また、経済研究所の方針の１つでもある「地元経済の発
展に寄与する」（野田［２０１６］１頁）ことを念頭に置き、新地方公会計制
度に関する基本的な現状を認識しながら、その動向と展望を掘り下げてい
くこととしたい。

なお本稿は、２０１２年度に駿河台大学特別研究助成費・経済研究所所長の
推薦を受け（研究課題「新地方公会計制度に関する考察―飯能市財務４表
の分析を中心として―」）、共同研究を行った成果でもある、筆者の研究
ノート「新地方会計制度に関する現状と課題」（本稿に関するすべては筆
者の責に帰する）を前提としている。そのため、当該研究ノートから必要
に応じて引用する。

新地方公会計制度は進展を遂げている。上記の通り、２０１２年度に駿河台
大学特別研究助成費・経済研究所長の推薦を受け、研究を行った成果の一
つである「新地方会計制度に関する現状と課題」（研究ノート）の掲載以
降、新地方公会計制度にも変化が生じている。

２０１５年１月に総務省より「統一的な基準による地方公会計の整備促進に
ついて」ならびに「統一的な基準による地方公会計マニュアル」等（以下、
統一的な基準に関する新地方公会計に関する全ての資料を総称して新地方
公会計統一基準（統一的な基準）とする）が公表された。特に当該マニュ
アルについては、統一的な基準による財務書類の作成手順や資産の評価方
法、固定資産台帳の整備手順、連結財務書類の作成手順、事業別・施設別

新地方公会計統一基準に関する動向と展望

４１



のセグメント分析をはじめとする財務書類の活用方法等を示している。そ
して、当該マニュアルも参考にして、統一的な基準による財務書類等を原
則として２０１５年度から２０１７年度までの３年間で全ての地方公共団体におい
て作成し、予算編成等に積極的に活用されるよう要請している（総務省
［２０１５a］参照）。

また、この地方公共団体における財務書類等の作成に係る統一的な基準
を設定することで、①発生主義・複式簿記の導入、②固定資産台帳の整備、
③比較可能性の確保を促進することを掲げている（総務省［２０１５b］参照）。
表題を検討していく上でも、新地方公会計制度に関わる現状および進展を
認識することは必須である。よって、上記において掲げたいわゆる一連の新
地方公会計統一基準の概要を確認するとともに、その動向と展望を論じる。

２．新地方公会計統一基準（統一的な基準）の公表経緯と
基準モデルおよび改訂モデルからの変更点

⑴ わが国の新地方公会計統一基準（統一的な基準）の公表経緯
市川［２０１４］（７７頁）において公会計制度の基本的な流れは確認したが、

２０１５年以降、一連の新地方公会計統一基準（統一的な基準）が公表された
ため、当該基準に至る経緯およびその後の流れを図表１で確認しておく。

２０１５年０１月２３日に統一的な基準による地方公会計マニュアル（全体版）
ほか、参考資料などか公表された。なお、その後、２０１６年５月に改訂され、
上記マニュアルに「連結財務書類作成手引き」の「VIII 連結科目対応表」
及び「Ｑ＆Ａ集」の一部を追加している。

⑵ 基準モデルおよび改訂モデルからの変更点
本節では、主として市川［２０１４］を主として引きながら、現基準と新地

方公会計統一基準との変更点を確認していく。
図表１に示した通り、２００６年５月１８日に総務省は「新地方公会計制度研

究会報告書」を公表している。その制度整備の具体的な目的は、資産・債
務管理、費用管理、財務情報のわかりやすい開示、政策評価・予算編成・
決算分析との関係付け、地方議会における予算・決算審議での利用であっ
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た（総務省［２００６］５頁）。
また財務書類の体系化に当たっては、原則として、国（財務省）の作成

基準に準拠することを指示しており、発生主義を活用した基準設定ととも
に、複式簿記の考え方の導入を図ること、地方公共団体単体と関連団体等
も含む連結ベースでの基準モデルの設定すること、貸借対照表、行政コス
ト計算書、資金収支計算書、純資産変動計算書の４表の整備を標準形とす
ること、当時の総務省方式の改訂にも配慮した基準モデルの設定を掲げて

図表１ 新地方公会計統一基準（統一的な基準）の公表経緯

２０００年０３月２９日 地方公共団体の総合的な財政分析に関する調査研究会報告書
２００１年０３月３０日 地方公共団体の総合的な財政分析に関する調査研究会報告書

（概要）「行政コスト計算書」と「各地方公共団体全体のバ
ランスシート」

２００６年０５月１８日 新地方公会計制度研究会報告書
２００７年１０月１７日 「公会計に関するブロック説明会及び公会計の整備スケ

ジュールについて」（事務連絡）
２００７年１０月１７日 「公会計の整備推進について」（自治財政局長通知）
２００７年１０月１７日 新地方公会計制度実務研究会報告書
２００７年１０月～ 公会計に関するブロック説明会
２００９年０１月０６日 新地方公会計モデルにおける資産評価実務手引
２０１０年０３月１２日 総務省方式改訂モデル向け作業用ワークシート記載要領改訂版
２０１０年０３月 「地方公共団体財務書類作成にかかる基準モデル」及び「地

方公共団体財務書類作成にかかる総務省方式改訂モデル」に
関するＱ＆Ａ（２０１１年３月改訂）

２０１０年０３月１２日 地方公共団体における財務書類の活用及び公表について
２０１１年１２月２８日 新地方公会計モデルにおける連結財務書類作成実務手引（改

訂版）
２０１３年０８月３０日 今後の新地方公会計の推進に関する研究会中間とりまとめ
２０１４年０４月３０日 今後の地方公会計の整備推進について（自治財政局長通知）
２０１４年０４月３０日 今後の新地方公会計の推進に関する研究会報告書
２０１４年０５月２３日 今後の地方公会計の整備促進について（総務大臣通知）
２０１５年０１月２３日 統一的な基準による地方公会計マニュアル
２０１５年０１月２３日 統一的な基準による地方公会計の整備促進について（総務大

臣通知）
２０１６年１０月２１日 地方公会計の活用のあり方に関する研究会報告書

出所：総務省［２０１７c］をもとに作成。
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いた（総務省［２００６］５頁）。
特に上記４表に関しては、「地方公共団体財務書類作成にかかる基準モ

デル」（以下、基準モデルとする）と「地方公共団体財務書類作成にかか
る総務省方式改訂モデル」（以下、改訂モデルとする）を提示している。
しかし財務書類の作成方式などが抱える課題も大きかった。

山本［２０１３］は①改訂モデルと基準モデル以外にも、東京都や大阪府な
どは国際公会計基準（International Public Sector Accounting Standards
Board IPSASB）に近いモデルを採用しており全国統一の基準がない点、
②現実の地方財政が現金主義で管理されており、実務的な関心は現金主義
情報に向かい財務書類の情報が重視されにくい点、③費用対効果の問題と
して現金主義の制度に加えて発生主義の会計制度を運用するにはシステム
整備以外にデータ管理や決算書類作成の費用がかかる点などを指摘してい
た（山本［２０１３］２２面参照。一部筆者要約）。このように、幾つかのモデ
ルが混在している会計基準の統一性に着目し、現状の認識と問題点を探っ
たものが市川［２０１４］であった。そこでは、改訂モデルを採用している自
治体等が一番多かったことが示され、それに比して基準モデルを採用して
いる団体は少なかったことをあげている（市川［２０１４］７９頁参照）。なお、
基準モデルと改訂モデルの特徴は図表２の通りである。

基準モデルや改訂モデルまた東京都や大阪府などの独自のモデルなどが
あげられてきたが、大塚［２０１１］は「いずれの方式も、地方公共団体の財
務会計の改革にあたって財産台帳の抜本的な整備や複式簿記・発生主義の
導入を求めている点は共通しているものの、最終的に作成される財務４表
は質的にも大きく異なっている」（大塚［２０１１］１５頁）ことを述べている。
続けて大塚［２０１１］は「『改訂モデル』は貸借対照表と行政コスト計算書
を重視した体系になっているが、『基準モデル』の財務４表の体系では純
資産変動計算書こそが主役であり、貸借対照表と行政コスト計算書は純資
産変動計算書の補足表的な役割を果たしているに過ぎない。また、『基準
モデル』と『改訂モデル』では税収が行政コスト計算書の記載内容から外
されているのに対して、東京都方式では税収と様々な行政コストの差し引
き計算を行うために行政コスト計算書が作成される。そのため、作成され
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ている財務４表には、相互の比較可能性がない」（大塚［２０１１］１５頁）こ
とを指摘している。なお、本学が居を置く飯能市は、改訂モデルを採用し
ていた。

図表２ 基準モデルと改訂モデルの特徴

基準モデル 総務省方式改訂モデル

固定資産の算
定方法
（初年度期首
残高）

○現存する固定資産をすべ
てリストアップし、公正
価値により評価 ○売却可能資産：時価評価

○売却可能資産以外：
過去の建設事業費の積上げによ
り算定⇒段階的に固定資産情報
を整備

固定資産の算
定方法

（継続作成時）

○発生主義的な財務会計
データから固定資産情報
を作成

○その他、公正価値により
評価

固定資産の範
囲

○すべての固定資産を網羅 ○当初は建設事業費の範囲
⇒段階的に拡張し、立木、物品、

地上権、ソフトウェアなどを
含めることを想定

台帳整備
○開始貸借対照表作成時に

整備
その後、継続的に更新

○段階的整備を想定
⇒売却可能資産、土地を優先

作成時の負荷

○当初は、固定資産の台帳
整備及び仕訳パターンの
整備等に伴う負荷あり

○継続作成時には、負荷は
減少

○当初は、売却可能資産の洗い出
しと評価、回収不能見込額の算
定など、現行総務省方式作成団
体であれば負荷は比較的軽微

○継続作成時には、段階的整備に
伴う負荷あり

財務書類の検
証可能性

○開始時未分析残高を除き、
財務書類の数値から元帳、
伝票に遡って検証可能

○台帳の段階的整備等により、検
証可能性を高めることは可能

財務書類の作
成・開示時期

○出納整理期間後、早期の
作成・開示が可能

○出納整理期間後、決算統計と並
行して作成・開示

出所：総務省［２００７］２頁。
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上記の山本［２０１３］、大塚［２０１１］の指摘からも分かるように、これま
での基準モデルや改訂モデル等は、比較可能性が低かったこともあり、全
国統一の基準がない点が問題視されていたといえる。

しかし、２０１５年に新地方公会計統一基準（統一的な基準）が公表された
ことにより（上記の通り、統一的な基準による財務書類等を原則として
２０１５年度から２０１７年度までの３年間で全ての地方公共団体において作成す
るよう要請）、統一的な基準による財務書類の作成手順や資産の評価方法、
固定資産台帳の整備手順、連結財務書類の作成手順、事業別・施設別のセ
グメント分析をはじめとする財務書類の活用方法等を示されたことになる。
図表３および図表４は、新地方公会計統一基準（統一的な基準）（２０１５年
公表）に対しての基準モデルと改訂モデル（２００６年公表）からの変更点で
ある。

３．新地方公会計統一基準（統一的な基準）の概要

⑴ 新地方公会計統一基準（統一的な基準）による地方公会計の整備促
進について

総務省［２０１５a］（１頁）では、その通知内において、地方公会計につい
ては、これまで各地方団体において財務書類の作成・公表等に取り組んで
きたが、人口減少・少子高齢化が進展している中、財政のマネジメント強
化のため、地方公会計を予算編成等に積極的に活用し、地方公共団体の限
られた財源を賢く使う取組を行うことは極めて重要であることを指摘して
いる。

つづけて今後の地方公会計の整備促進については、総務省［２０１４e］の
とおり、２０１４年４月３０日に固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提と
した財務書類の作成に関する統一的な基準を示したことを述べ、その後、
「今後の新地方公会計の推進に関する実務研究会」を設置して議論を進め
てきた状況を説明し、２０１５年１月２３日に「統一的な基準による地方公会計
マニュアル」である総務省［２０１５a］［２０１５b］［２０１５c］［２０１５d］［２０１５e］
［２０１５f］等を取りまとめてきた経緯を述べている（総務省［２０１５a］１頁）。
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図表３ 基準モデルからの変更点
項 目 主 な 変 更 点

報 告 主 体 ○一部事務組合及び広域連合も対象に追加

財務書類の体系

○４表と３表の選択制に
・貸借対照表
・行政コスト計算書
・純資産変動計算書
・資金収支計算書

※行政コスト計算書及び純資産変動計算書は、別々の計算書
としても、結合した計算書としても差し支えないことに

貸 借 対 照 表

○報告式から勘定式に
○流動性配列法から固定性配列法に
○金融資産・非金融資産から固定資産・流動資産の区分に
○流動負債・非流動負債から固定負債・流動負債の区分に
○勘定科目の見直し（繰延資産の廃止、投資損失引当金の新設、

インフラ資産の内訳や公債の名称変更等）
○純資産の部の内訳について、財源・調達源泉別の資産形成充当

財源・その他の純資産の区分から、固定資産等形成分・余剰分
（不足分）の区分に簡略化

○償却資産について、その表示を直接法から間接法に（減価償却
累計額の明示）

行政コスト計算書 ○経常費用・経常収益の区分に臨時損失・臨時利益の区分を追加
純資産変動計算書 ○内訳の簡略化（固定資産台帳の財源情報が任意に）

資金収支計算書
○業務活動収支・投資活動収支・財務活動収支に区分の名称変更
○固定資産等形成に係る国県等補助金収入を投資活動に
○支払利息の計上箇所を財務的収支から業務活動収支に

そ の 他 の 様 式 ○注記事項、附属明細書の充実

有形固定資産の
評 価 基 準

○これまで原則として再調達原価で評価し、事業用資産の土地は
再評価を行うこととしていたが、原則として取得原価で評価し、
再評価は行わないことに

○基準モデル等により評価している資産については、これまでの
評価額を許容するが、新たに取得した資産については取得原価
により評価

資 産 関 係 の
会 計 処 理

○事業用資産とインフラ資産の区分について再整理
○繰延資産について、勘定科目として計上しないことに

負 債 関 係 の
会 計 処 理

○連結対象団体及び会計の投資及び出資金は減損方式から投資損
失引当金として引当金計上方式に

○貸倒引当金から徴収不能引当金に名称変更
○賞与等引当金として、法的福利費も含めることに

費用・収益関係
○インフラ資産の減価償却費・直接資本減耗相当は減価償却費と

して行政コスト計算書に計上することに
○使用の当月または翌月からの償却を可能に

耐 用 年 数 ○その取扱いに合理性・客観性があるものについては、耐用年数
省令よりも長い期間の耐用年数を設定することも可能に

取替法・減損処理 ○その有用性等を検証する観点から、適用している地方公共団体
が今後も取扱いを継続することが可能に

出所：総務省［２０１６c］７頁（Ｑ＆Ａ集）。
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図表４ 改訂モデルからの変更点
項 目 主 な 変 更 点

報 告 主 体 ○一部事務組合及び広域連合も対象に追加

財 務 書 類 の
体 系

○４表と３表の選択制に
・貸借対照表
・行政コスト計算書
・純資産変動計算書
・資金収支計算書

※行政コスト計算書及び純資産変動計算書は、別々の計算書とし
ても、結合した計算書としても差し支えないことに

○固定資産台帳の整備と複式簿記の導入が前提

貸 借 対 照 表

○公共資産・投資等・流動資産から固定資産・流動資産の区分に
○勘定科目の見直し（有形固定資産について行政目的別（生活インフ

ラ・国土保全・教育等）から性質別（土地、建物等）の表示に変更等）
○純資産の部の内訳について、公共資産等整備国県補助金等・公共資

産等整備一般財源等・その他一般財源等・資産評価差額から、固定
資産等形成分・余剰分（不足分）の区分に簡略化

○償却資産について、その表示を直接法から間接法に（減価償却累計
額の明示）

行 政 コ ス ト
計 算 書

○経常行政コスト・経常収益の区分から経常費用・経常収益・臨時損
失・臨時利益の区分に

○性質別・目的別分類の表示から性質別分類のみの表示に（目的別分
類は附属明細書で表示）

純資産変動計算書 ○内訳の簡略化（財源情報の省略）

資 金 収 支
計 算 書

○業務活動収支・投資活動収支・財務活動収支に区分の名称変更
○区分ごとの支出と財源の対応関係の表示から活動区分別の表示に

（地方債発行の例：改訂モデルではその性質に応じた区分に計上し
ていたが、統一的な基準では財務活動収支に計上）

その他の様式 ○注記事項、附属明細書の充実
有形固定資産
の 評 価 基 準

○これまで決算統計データから取得原価を推計（売却可能資産は時価）
することとしていたが、原則として取得原価で評価することに

資 産 関 係 の
会 計 処 理

○有形固定資産等の分類について、有形固定資産・売却可能資産から
事業用資産・インフラ資産・物品の区分に（売却可能資産は注記対応）

負 債 関 係 の
会 計 処 理

○回収不能見込額から徴収不能引当金に名称変更
○賞与等引当金として、法定福利費も含めることに

費用・収益関係 ○使用の当月または翌月からの償却を可能に

耐 用 年 数

○決算統計の区分に応じた耐用年数から、原則として耐用年数省令の
種類の区分に基づく耐用年数に変更

○その取扱いに合理性・客観性があるものについては、耐用年数省令
よりも長い期間の耐用年数を設定することも可能に

出所：総務省［２０１６c］８頁（Ｑ＆Ａ集）。
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なお、このマニュアルは、２０１５年１月２３日に公表後、２０１６年５月に改訂
（［２０１６c］［２０１６d］）している。この改訂版は内容を大幅に改訂したもの
ではなく、「連結財務書類作成手引き」の「VIII 連結科目対応表」及び
「Ｑ＆Ａ集」の一部を追加したものである。

これらマニュアルにおいては、新地方公会計統一基準（統一的な基準）
による財務書類の作成手順や資産の評価方法、固定資産台帳の整備手順、
連結財務書類の作成手順、事業別・施設別のセグメント分析をはじめとす
る財務書類の活用方法等を示している。

そして、当該マニュアルも参考にして、新地方公会計統一基準（統一的
な基準）による財務書類等を原則として、繰り返すが、２０１５年度から２０１７
年度までの３年間で全ての地方公共団体において作成し、予算編成等に積
極的に活用されるよう特段の配慮を依頼したい旨が掲記され、同時に特に
公共施設等の老朽化対策にも活用可能である固定資産台帳が未整備である
地方公共団体においては、早期に同台帳を整備することを謳っている（総
務省［２０１５a］１頁）。

これらの理念を前提に、新地方公会計統一基準（統一的な基準）による
地方公会計の整備促進について現状と今後をまとめた内容が図表５であり、
地方公共団体における財務書類等の作成に係るこれらの基準を設定するこ
とで、次のように、発生主義・複式簿記の導入、ICTを活用した固定資産
台帳の整備、比較可能性の確保を提示している（総務省［２０１５b］）。

発生主義・複式簿記の導入については、現状では、改訂モデルでは決算
統計データを活用して財務書類を作成しているが、新地方公会計統一基準
（統一的な基準）の設定により、今後は、発生の都度又は期末一括で複式
仕訳（決算統計データの活用からの脱却）を行うことになるとしている。

ICTを活用した固定資産台帳の整備については、現状では、改訂モデル
では固定資産台帳の整備が必ずしも前提とされていないが、新地方公会計
統一基準（統一的な基準）の設定により、今後は、当該台帳の整備を前提
とすることで公共施設等のマネジメントにも活用可能であると謳っている。

比較可能性の確保については、現状では、市川［２０１４］でも述べたとお
り、基準モデルや改訂モデル、その他の方式（東京都方式等）が混在して
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いるが、新地方公会計統一基準（統一的な基準）の設定により、今後は、
これらの基準による財務書類等によって団体間での比較可能性を確保され
ることになろう。

移行期間については、上記でも示したように、２０１５年に地方公共団体に
要請がかけられており、概ねそこから３年間となっている。なお、これら
新地方公会計統一基準（統一的な基準）における財務書類の作成状況の分
析については、吉田［２０１７］を参照されたい。

⑵ 新地方公会計統一基準（統一的な基準）による地方公会計マニュア
ルの概要

新地方公会計統一基準（統一的な基準）による地方公会計マニュアル（総
務省［２０１６d］）の目次は、次の通りであり、全３２９頁にも及ぶ（下記目次
は当該マニュアル順番通りであり、また当該マニュアルにも番号は付され
ていない）。
・財務書類作成にあたっての基礎知識
・財務書類作成要領
・資産評価及び固定資産台帳整備の手引き
・連結財務書類作成の手引き

図表５ 新地方公会計統一基準（統一的な基準）による地方公会計の整備
促進について（現状と今後）

出所：総務省［２０１５b］より抜粋。
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・財務書類活用の手引き
・Ｑ＆Ａ集

また、上記に加えてその他として関連資料がある。
財務諸表作成にあたっての基礎知識では、単式簿記と複式簿記、現金主

義会計と発生主義会計、地方公共団体と民間企業の会計、新地方公会計統
一基準（統一的な基準）による財務諸表の概要、新地方公会計統一基準（統
一的な基準）における仕訳の考え方、新地方公会計統一基準（統一的な基
準）の勘定科目、新地方公会計統一基準（統一的な基準）による財務書類
作成の流れ、新地方公会計統一基準（統一的な基準）における具体的な仕
訳例、新地方公会計統一基準（統一的な基準）による財務書類の作成例を
掲げている。

総務省［２０１６c］において企業会計は、複式簿記による発生主義会計を
採用しているが、地方公共団体における予算・決算に係る会計制度（官庁
会計）は、現金収支を議会の民主的統制下に置くことで、予算の適正・確
実な執行を図るという観点から、確定性、客観性、透明性に優れた単式簿
記による現金主義会計を採用していることを述べており、次のように、単
式簿記と複式簿記、現金主義会計と発生主義会計の違いについて解説して
いる（総務省［２０１６c］１―２頁（財務諸表作成にあたっての基礎知識））。

単式簿記は経済取引の記帳を現金の収入・支出として一面的に行う簿記
の手法であり（官庁会計）、複式簿記は経済取引の記帳を借方と貸方に分
けて二面的に行う簿記の手法（企業会計）であるとする。例えば、現金１００
万円で車を１台購入した場合、単式簿記では現金支出１００万円を記帳する
のみであるが、複式簿記では現金支出とともに資産増を記帳することにな
る。このようなことから、単式簿記に加えて複式簿記を取り入れることで
資産等のストック情報が「見える化」することを説明している。すなわち、
複式簿記では、ストック情報（資産・負債）の総体の一覧的把握が可能と
なることを提示しているのである（総務省［２０１６c］１頁（財務諸表作成
にあたっての基礎知識））。

現金主義会計は現金の収支に着目した会計処理原則（官庁会計）であり、
現金の収支という客観的な情報に基づくため、公金の適正な出納管理に資
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するメリットあげているが、現金支出を伴わないコスト（減価償却費、退
職手当引当金等）の把握ができないデメリットもあげている。それに対し
て、発生主義会計のメリットは現金支出を伴わないコスト（減価償却費、
退職手当引当金等）の把握ができることであるとする。ただし、投資損失
引当金といった主観的な見積りによる会計処理が含まれるデメリットもあ
げられていた。以上をふまえ、総務省［２０１６c］は、現金主義会計に加え
て発生主義会計を採り入れることで、減価償却費、退職手当引当金等のコ
スト情報が「見える化」することを明示している（総務省［２０１６c］２頁
（財務諸表作成にあたっての基礎知識））。

このようなことをふまえ、総務省［２０１６c］は、地方公共団体と民間企
業の会計の違いを図表６の通り、示している。

以上のことから、官庁会計の補完として、企業会計の考え方が導入され
ていることは明白であろう。企業会計の考え方が官庁会計に取り入れられ
ているのである。

ただし、「これまでの『公会計』がまったくなくなるわけではない」（吉

図表６ 地方公共団体と民間企業の会計

項 目 地方公共団体（官庁会計） 民間企業（企業会計）

作 成 目 的 住民の福祉の増進 利益の追求

報 告 主 体 首長 取締役

報 告 先 住民（提出先は議会） 株主（提出先は株主総会）

説 明 責 任
議会の承認・認定（予算・決算）
→事前統制（予算）の重視

株主総会の承認（決算）
→事後統制（決算）の重視

簿 記 方 式 単式簿記 複式簿記

認 識 基 準 現金主義会計 発生主義会計

出納整理期間 あり なし

決 算 書 類

歳入歳出決算書
歳入歳出決算書事項別明細書
実質収支に関する調書
財産に関する調書

貸借対照表
損益計算書
株主資本等変動計算書
キャッシュ・フロー計算書

出所：総務省［２０１６c］３頁（財務書類作成にあたっての基礎知識）。
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田［２０１７］１０枚目）。官庁会計は、予算の適正・確実な執行を図るという
観点から、単式簿記による現金主義会計を採用していることに変わりはな
いからである。

しかし、総務省［２０１６c］では、財政の透明性を高め、説明責任をわり
適切に図る観点から、単式簿記による現金主義会計では把握できない情報
（ストック情報（資産・負債）や見えにくいコスト情報（減価償却費等））
を住民や議会等に説明する必要性が一層高まっていることを指摘し、よっ
て、その補完として複式簿記による発生主義会計の導入が重要であること
を述べているのである（総務省［２０１６c］３頁（財務書類作成にあたって
の基礎知識））。

そして、複式簿記による発生主義会計を導入することで、ストック情報
と現金支出を伴わないコストを含めたフルコストでのフロー情報の把握が
可能となるので、公共施設等の将来更新必要額の推計や、事業別・施設別
のセグメント分析など、公共施設等のマネジメントへの活用充実につなげ
ることも可能となるとも指摘し、また固定資産台帳を公表することで、民
間企業からPPP／PFIに関する積極的な提案がなされることも期待される
と述べている（総務省［２０１６c］３頁（財務書類作成にあたっての基礎知識））。

総務省［２０１６c］４頁（財務書類にあたっての基礎知識）によれば、統
一的な基準による財務書類は、貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変
動計算書、資金収支計算書の４表又は３表（上記の４表のうち行政コスト
計算書と純資産変動計算書を結合）としている。ここでの貸借対照表は基
準日時点における財政状態（資産・負債・純資産の残高および内訳）を表
示したものであり、行政コスト計算書は一会計期間中の費用・収益の取引
高を表示したものである（現金収支を伴わない減価償却費等も費用として
計上）。純資産変動計算書は一会計期間中の純資産（及びその内部構成）
の変動を表示したものであり、資金収支計算書は一会計期間中の現金の受
払いを３つの区分で表示したものである。これら財務書類作成の流れは
（仕訳処理も含めた財務書類作成の流れ）は、図表７の通りである。

上記内容を踏まえ、さらに次の４つの内容を提示している。繰り返すが、
財務書類作成要領、資産評価及び固定資産台帳整備の手引き、連結財務書

新地方公会計統一基準に関する動向と展望

５３



類作成の手引き、財務書類等活用の手引きである。以下、総務省［２０１６d］
を引きながら、これらの概要を確認しておく。

財務書類作成要領は、統一的な基準による財務書類（貸借対照表、行政
コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書）の作成手順等の実務
的な取扱いを示したものである。当該要領で示す仕訳変換表（現金主義・
単式簿記→発生主義・複式簿記）により、システムの整備と併せることで、
複式仕訳の相当部分の自動処理化が可能となることを提示している。

資産評価及び固定資産台帳整備の手引きは、新地方公会計統一基準（統
一的な基準）による資産の評価方法や固定資産台帳の整備手順等の実務的
な取扱いを示したものである。ここでは、住民等に対する説明責任、民間
事業者の参入促進といった観点から、固定資産台帳は公表することが前提
であり、固定資産台帳には、取得年月日、取得価額、耐用年数等に加えて、
長寿命化履歴等も任意で記載することになっている。この固定資産台帳は、
財務書類作成のための基礎資料であるが、将来の施設更新必要額の推計や
施設別のコスト分析といった公共施設等のマネジメントにも活用可能とな
るとしている。

連結財務書類作成の手引きは、連結財務書類の対象範囲（一部事務組合、
第三セクター等）、連結処理に係る手順等の実務的な取扱い（内部取引の

図表７ 財務諸表作成の流れ

※１ 仕訳帳：取引を仕訳して記録する帳簿
※２ 総勘定元帳：勘定科目ごとに金額の増減を記録・計算する帳簿
※３ 合計残高試算表：総勘定元帳の勘定科目ごとの残高と合計額を表示した一覧表
※４ 精算表：合計残高試算表の残高について財務書類ごとに表示した一覧表
出所：総務省［２０１６c］８頁（財務書類作成にあたっての基礎知識）
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相殺消去による純計）等を示したものである。連結財務書類の作成により、
単なる情報開示だけでなく、連結ベースでの資産老朽化比率等の把握と
いった公共施設等のマネジメントにも活用可能となるとしている。

財務書類等活用の手引きは、財務書類等のわかりやすい情報開示だけで
なく、事業別・施設別のセグメント分析等による予算編成等への活用方法
等を示したものである。財務書類等の積極的な活用により、地方公共団体
の限られた財源を賢く使うことにつながるとしている。

４．新地方公会計統一基準（統一的な基準）導入後の現状
―飯能市の現状―

⑴ 地方公共団体における２０１５年度決算に係る財務書類の作成状況等
総務省［２０１７a］によれば、２０１５年度決算に係る財務書類の作成に着手

済の団体は、全団体の８３．９％に当たる１，５００団体である。このうち、作成
済の団体は、全団体の６５．５％に当たる１，１７１団体である。その内訳は、都
道府県が４６団体（９７．９％）、指定都市が１７団体（８５．０％）、指定都市を除く
市区町村が１，１０８団体（６４．４％）である。

図表８にいう「統一的な基準・基準モデル・総務省方式改訂モデル」は
上記で説明した、新地方公会計統一基準（統一的な基準）・基準モデル・
改訂モデルである。図表８の旧総務省方式とは、図表１で示した２００１年０３
月３０日「地方公共団体の総合的な財政分析に関する調査研究会報告書」で
示された方法であり、改訂モデルの基礎となったモデルである。

図表８を確認する限り、移行時期ということもあるが、一番採用されて
いるモデルは、いまだ改訂モデルであった。次に、新地方公会計統一基準
（統一的な基準）であり、基準モデルが続く。

新地方公会計統一基準（統一的に基準）により、２０１５年度決算に係る財
務書類を作成済の団体は（２０１７年３月３１日時点）、埼玉県に限れば、「川越
市」「東松山市」「小川町」「川島町」の４団体のみであり、飯能市は入っ
ていない（総務省［２０１７a］１頁（別添１））。総務省は、上で示した通り、
２０１５年度から２０１７年度までの３年間で全ての地方公共団体において作成し、
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予算編成等に積極的に活用されるよう要請しているため（総務省［２０１５a］
参照）、次節でも述べるが、飯能市も早期に新地方公会計統一基準（統一
的な基準）が採用されると考えられる。

⑵ 新地方公会計統一基準（統一的な基準）による財務書類の整備予定
等調査について

総務省［２０１７b］によれば、２０１７年３月３１日時点における地方公共団体
（都道府県及び市町村）における新地方公会計統一基準（統一的な基準）
による財務書類の整備予定に係る調査を実施している。そこでは、新地方
公会計統一基準（統一的な基準）による財務書類については、１，７６７団体
（全団体の９８．８％）が要請期間内の２０１７年度までに一般会計等財務書類を
作成予定としている（総務省［２０１７b］１頁）。調査結果は図表９のとお
りである。以上のことから、現時点では、前節で示した通り、いまだ改訂
モデルが多く採用されている状況ではあるが、上記調査を鑑みると、２０１８
年度は新地方統一公会計基準（統一的な基準）を採用する団体が最多とな

図表８ ２０１５年度決算に係る財務書類の作成状況
（単位：団体）

区 分 合 計 都 道 府 県 市 区 町 村 指 定 都 市
指定都市を除
く市区町村

作成済 １，１７１（ ６５．５％） ４６（ ９７．９％）１，１２５（ ６４．６％） １７（ ８５．０％）１，１０８（ ６４．４％）

統一的な基準 １６８（ ９．４％） ０（ ０．０％） １６８（ ９．６％） １（ ５．０％） １６７（ ９．７％）

基準モデル １４４（ ８．１％） ４（ ８．５％） １４０（ ８．０％） ５（ ２５．０％） １３５（ ７．８％）

総務省方式
改訂モデル

８３３（ ４５．６％） ３７（ ７８．７％） ７９６（ ４５．７％） １０（ ５０．０％） ７８６（ ４５．７％）

旧総務省方式 ８（ ０．４％） ０（ ０．０％） ８（ ０．５％） ０（ ０．０％） ８（ ０．５％）

その他のモデル １８（ １．０％） ５（ １０．６％） １３（ ０．７％） １（ ５．０％） １２（ ０．７％）

作成中 ３２９（ １８．４％） １（ ２．１％） ３２８（ １８．８％） ２（ １０．０％） ３２６（ １８．９％）

統一的な基準 １２１（ ６．８％） ０（ ０．０％） １２１（ ７．０％） １（ ５．０％） １２０（ ７．０％）

その他のモデル ２０８（ １１．６％） １（ ２．１％） ２０７（ １１．９％） １（ ５．０％） ２０６（ １２．０％）

作成予定なし ２８８（ １６．１％） ０（ ０．０％） ２８８（ １６．５％） １（ ５．０％） ２８７（ １６．７％）

合 計 １，７８８（１００．０％） ４７（１００．０％）１，７４１（１００．０％） ２０（１００．０％）１，７２１（１００．０％）

出所：総務省［２０１７a］１頁。
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るであろう。
なお、飯能市も、上記調査に対して、新地方公会計統一基準（統一的な

基準）による財務書類は、２０１７年度までに作成すると解答している（総務
省［２０１７b］１２頁）。

５．おわりに

本稿は新地方公会計統一基準（統一的な基準）に関する動向と展望に着
目し、その概要や今後の展望を探るものであった。紙幅の関係のため、基
本的な概要や展望を確認するに留まったが、この地方公共団体における財
務書類等の作成に係る新地方公会計統一基準（統一的な基準）を設定する
ことで、発生主義・複式簿記の導入、固定資産台帳の整備、比較可能性の
確保が促進される可能性は高い。自治体によって採用している財務書類の
モデルが異なり会計の方式が統一されていないことは、結果として、相互
の比較可能性を低下させ、利用者の利便性を損なう可能性もあることは市
川［２０１４］（８５頁）でも指摘したとおりである。前章においても述べたよ
うに、飯能市においても、新地方公会計統一基準（統一的な基準）が導入

図表９ 新地方公会計統一基準（統一的な基準）による財務書類の整備予
定等調査（２０１７年３月３１日時点）

（単位：団体）

作成予定年度 都道府県 市区町村 合 計
（参考）
平成２８年

３月３１日時点
指定都市

指定都市除く
市区町村

平成２９年度まで
（※２）

４５（ ９５．７％） １，７２２（ ９８．９％） ２０（１００．０％） １，７０２（ ９８．８％） １，７６７（ ９８．８％） １，７６６（ ９８．８％）

平成３０年度以降 ２（ ４．３％） １９（ １．１％） ０（ ０．０％） １９（ １．１％） ２１（ １．２％） ２１（ １．２％）

作成予定なし ０（ ０．０％） ０（ ０．０％） ０（ ０．０％） ０（ ０．０％） ０（ ０．０％） １（ ０．１％）

合 計 ４７（１００．０％） １，７４１（１００．０％） ２０（１００．０％） １，７２１（１００．０％） １，７８８（１００．０％） １，７８８（１００．０％）

（「％」は、小数点第２位を四捨五入しているため合計が一致しない場合がある。）
※１ 「統一的な基準による地方公会計の整備促進について」（平成２７年１月２３日付け総務大臣通知総財務第１４号）にお

いて、原則として平成２７年度から平成２９年度までの３年間で全ての地方公共団体において統一的な基準による財
務書類等（貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書及び固定資産台帳）を作成する
こととしている。

※２ 「平成２９年度までに作成する団体」とは、平成２８年度までの決算に係る財務書類を日々仕訳（取引の都度、伝票
単位ごとに仕訳を行う方法）又は期末一括仕訳（期末に一括して仕訳を行う方法）により作成する団体及び平成
２９年度決算から財務書類を日々仕訳により作成する団体である。

出所：総務省［２０１７b］１頁。
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予定である。より企業会計の考え方に近い一連の新地方公会計統一基準
（統一的な基準）の導入により、利用者に沿った財務諸表が作成されるの
ではなかろうか。
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〈http:／／www.soumu.go.jp／iken／kokaikei／pdf／１７０５３０_０１.pdf〉。

総務省［２０１７c］「地方公会計に関する資料」
〈http:／／www.soumu.go.jp／iken／kokaikei／〉。

野田裕康［２０１６］「はしがき」『経済研究所所報』第１９号、１―２頁。
飯能市［２０１７a］「平成２７年度財務諸表（普通会計）」
〈https:／／www.city.hanno.lg.jp／article／detail／１９５８〉。

飯能市［２０１７b］「平成２７年度財務諸表（市全体）」
〈https:／／www.city.hanno.lg.jp／article／detail／１９５８〉。

飯能市［２０１７c］「平成２７年度財務諸表（連結）」
〈https:／／www.city.hanno.lg.jp／article／detail／１９５８〉。

藤井秀樹監訳［２００３］『GASB／FASAB 公会計の概念フレームワーク』
中央経済社。

古庄修［２０１２］『統合財務報告制度の形成』中央経済社。
山本清［２０１３］「経済教室：自治体会計の制度統一を」『日本経済新聞』（５

月１６日）。
吉田智也［２０１６］「米国公会計概念フレームワークにおける測定論」『産業

経理』第７５巻第４号、１４７―１５５頁。
吉田智也［２０１７］「地方自治体における『統一的な基準』による財務書類

の作成状況の分析」第４８回制度会計研究会（２０１７春季・沖縄会計学WS：
２月２７日）。

以上
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